
京都市中央卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年２月２６日 

京都市長  松 井 孝 治 

京都市規則第   号 

京都市中央卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則 

第１条 京都市中央卸売市場業務条例施行規則の一部を次のように改正する。 

  別表第７ １備考以外の部分中 

 「 

 

関連事業者

店舗使用料 

加工食料

品卸販売

業者店舗 

水産棟の店舗 
１ 階  １，８７０  

２ 階  １，４９０  

そ の 他 の 店 舗 

 

２８１  

第１種及

び第２種

関連事業

者店舗 

関連５号棟から関連７号棟

までの店舗 
２，４４０  

南 関 連 棟 の 店 舗  ５６３  

そ の 他 の 店 舗 １，３９６  

事務室使用

料 

加 工 食 料 品 卸 販 売 業 者 事 務 室 ３２１  

その他の

事務室 

甲 ５５８  

乙 ９６４  

丙 １，６０７  

水 産 棟 （ 鮮 魚 ） ２，０９０  

水 産 棟 （ 塩 干 ） １，８５０  

倉庫使用料 
一般倉庫 

甲 ４９５  

乙 ７０５  

丙 １，８３５  

水 産 棟 （ 鮮 魚 ） ２，３９０  

水 産 棟 （ 塩 干 ） ２，１１０  

水産棟（加工食料品卸販売業

者） 
１，１００  

地 下 倉 庫 ２１０  

４８



                                    」 

 を 

 

 「 

                                        」 

 に改め、同表備考３を削る。 

第２条 京都市中央卸売市場業務条例施行規則の一部を次のように改正する。 

別表第７ １使用料の欄中「４７０」を「５００」に、「２，８１０」を「２，９９

０」に、「２，２５０」を「２，３９０」に、「１，８７０」を「１,９９０」に、「１， 

                             「 

４９０」を「１，５９０」に、「１，８５０」を「１，９７０」に、 
２，１１０ 

１，１００ 

                                        」 

関連事業者

店舗使用料 

加工食料

品卸販売

業者店舗 

水 産 棟 の 店 舗 
１ 階  １，８７０  

２ 階  １，４９０  

関 連 棟 の 店 舗 

 

１，７９０  

第１種及

び第２種

関連事業

者店舗 

関連棟及び八坂棟の店舗 ２，５６０  

関連６号棟及び特高棟の店

舗 
２，４４０  

そ の 他 の 店 舗 １，３９６  

事務室使用

料 

青 果 １ 号 棟 及 び 青 果 ３ 号 棟 １，６０７  

水 産 棟 （ 鮮 魚 ） ２，０９０  

水 産 棟 （ 塩 干 ） １，８５０  

関 連 棟 及 び 八 坂 棟 １，７７０  

そ の 他 の 事 務 室 ５５８  

倉庫使用料 

水 産 棟 （ 鮮 魚 ） ２，３９０  

水 産 棟 （ 塩 干 ） ２，１１０  

水産棟（加工食料品卸販売業者） １，１００  

そ の 他 の 棟 １，８３５  



  「 

を 

２，２５０  

１，３９０  

          」 

 「２，７８０」に、「９７０」を「１，０４０」に、「４００」を「５９０」に、 

 「         「 

 

 

         」          」 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び附則第３項の規定は、令和

８年４月１日から施行する。 

（適用区分) 

２ 第１条の規定による改正後の京都市中央卸売市場業務条例施行規則（以下「改正後の

規則」という。）の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後の使用

に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例

による。 

３ 第２条の規定による改正後の京都市中央卸売市場業務条例施行規則の規定は、令和８

年４月１日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料につい

ては、なお従前の例による。 

（経過措置） 

４ 施行日から令和１２年２月２８日までの間における附則別表区分の欄に掲げる市場施

設の使用料の額は、改正後の規則別表第７の規定にかかわらず、施行日から令和９年２

月２８日までの間にあっては附則別表１年目の欄に掲げる額とし、令和９年３月１日か

ら令和１０年２月２９日までの間にあっては同表２年目の欄に掲げる額とし、令和１０

年３月１日から令和１１年２月２８日までの間にあっては同表３年目の欄に掲げる額と

し、令和１１年３月１日から令和１２年２月２８日までの間にあっては同表４年目の欄

に掲げる額とする。 

に、 １７０  を １８０  に、「２，６１０」を 

５３０  を  ５９０  に、「５７０」を「６００」に改める。 

「 「 

」 」 



附則別表 

区          分 単位 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 

施行日の前日において関連事業者店舗

のうち加工食料品卸販売業者店舗であ

って水産棟の店舗以外の店舗を使用し

ていた者が、施行日以後に継続して関

連事業者店舗のうち加工食料品卸販売

業者店舗であって関連棟の店舗を使用

する場合における当該関連棟の店舗 

 

円 

 

 

２８１   

円 

 

 

６５０   

円 

 

 

１，０３０   

円 

 

 

１，４１０   

令和５年５月１１日において関連事業

者店舗のうち第１種及び第２種関連事

業者店舗であって関連５号棟の店舗を

使用していた者が、施行日以後に継続

して関連事業者店舗のうち第１種及び

第２種関連事業者店舗であって関連棟

又は八坂棟の店舗を使用する場合にお

ける当該関連棟又は八坂棟の店舗 

 ２，４４０   ２，４７０   ２，５００   ２，５３０   

平成３０年２月２８日において関連事

業者店舗のうち第１種及び第２種関連

事業者店舗であって南関連棟の店舗を

使用していた者が、施行日以後に継続

して関連事業者店舗のうち第１種及び

第２種関連事業者店舗であって八坂棟

の店舗を使用する場合における当該八

坂棟の店舗 

１平

方メ

ート

ルに

つき 

５６３   １，０６０   １，５６０   ２，０６０   

令和５年９月１８日において関連事業

者店舗のうち第１種及び第２種関連事

業者店舗であって関連１０号棟若しく 

    

 

     



 

（中央卸売市場第一市場） 

 

は関連１１号棟の店舗を使用していた

者又は施行日の前日において関連事業

者店舗のうち第１種及び第２種関連事

業者店舗であって関連１２号棟の店舗

を使用していた者が、施行日以後に継

続して関連事業者店舗のうち第１種及

び第２種関連事業者店舗であって関連

棟の店舗を使用する場合における当該

関連棟の店舗 

１月  

 

１，３９６   

 

 

１，６９０   

 

 

１，９８０   

 

 

２，２７０   

平成３０年４月１８日において北関連

１号棟の事務室を使用していた者又は

令和５年９月１８日において関連１０

号棟若しくは関連１１号棟の事務室を

使用していた者が、施行日以後に継続

して関連棟の事務室を使用する場合に

おける当該関連棟の事務室 

 ９６４   １，１７０   １，３７０   １，５７０   

平成２９年４月３０日において関連施

設棟の事務室を使用していた者又は平

成２９年７月３１日において水産事務

所棟の事務室を使用していた者が、施

行日以後に継続して関連棟又は八坂棟

の事務室を使用する場合における当該

関連棟又は八坂棟の事務室 

 １，６０７   １，６５０   １，６９０   １，７３０   


